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○
内
閣
府
令
第

号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
四

条
の
四
の
七
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
九
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
企
業

内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内

閣
府
令

（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
九
号
の
四
ハ
⑵
中
「
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
号
ハ
⑵

中
「
第
四
条
第
四
項
第
二
号
」
を

(ⅰ)

「
第
四
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵

中
「
第
四
条
第
八
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
十
一
項
第
二
号
」
に
改

(ⅱ)
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め
、
同
号
ハ
⑵

中
「
第
四
条
第
十
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
十
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵

中
「
第
四
条

(ⅲ)

(ⅳ)

第
十
四
項
」
を
「
第
四
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
当
期
純
利
益
」
を
「
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期

純
利
益
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｌ
、

ｇ
及
び

ｇ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

す
べ
て

全
て

(13)

(16)

(22)

(25)

こ
の
ａ

ａ
当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額

親
会
社
株

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ａ

中
「

」
を
「

(25)

(ｃ)

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ａ

主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
金
額
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失
金
額

(25)

(ｊ)

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注

に
よ
る

に
よ
り
掲
記
さ
れ
る

少
数
株
主
持
分

非
支
配
株
主
持
分

当
期
純
利
益
金
額

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
金
額

に
よ
る

に
よ
り
掲

意

ａ

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

(25)

(ｋ)
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

記
さ
れ
る

少
数
株
主
持
分

非
支
配
株
主
持
分

あ
っ
て
は

(25)

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ

中
「

」
を
「

）
（
」
に
改
め
、
同
記
載
上
の

あ
っ
て
は

い
う

た
だ
し

い
う

。
。

、

(25)

(ｄ)

、

に
よ
る

に
よ
り
掲
記
さ
れ
る

こ
の
ｄ

ｄ

注
意

ｂ

及
び

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｄ
中
「

」
を
「

(25)

(ｍ)

(ｎ)

(30)

提
出
会
社
が
米
国
基
準
適
用
会
社
で
あ
る
場
合

提
出
会
社
が
初
め
て
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
に
指
定

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め

国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
す
る
場
合
又
は
米
国
基
準
適
用
会
社
で
あ
る
場
合
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記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合

こ
の
届
出
書
に
添
付
さ
れ
た
監
査
報
告
書
に
監
査

、
同
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

」
の
次
に
「
（

(60)

証
明
府
令
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
あ
る
場
合
を
除
く

最
近
２
連
結
会
計
年
度
連
結
財
務

。
）
」
を
加
え
、
「

諸
表

最
近
２
連
結
会
計
年
度
連
結
財
務
諸
表

四
半
期
純
利
益
金
額

」
を
「
「

」
」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｃ

中
「

(66)

(ｃ)

又
は
四
半
期
純
損
失
金
額

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
四
半
期
純

」
を
「

損
失
金
額

当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額

親
会
社
株
主
に
帰

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｃ

中
「

」
を
「

(66)

(ｆ)

属
す
る
当
期
純
利
益
金
額
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失
金
額

こ
の

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｄ
中
「

(66)

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ａ
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「
「

ｄ
ｄ

こ
の
ａ

ａ
最
近
２
事
業
年
度
財
務
諸
表

(67)
最
近
２
事
業
年
度
財
務
諸
表

財
務
諸
表
は

ｂ
財
務
諸
表
は

」
」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

(
6
7
)

（

」
を
「

(67)

、
、

(
6
7)

（

」
に
改
め
る
。

ａ
た
だ
し
書
及
び
ｂ

第
二
号
の
四
様
式
第
二
部
第
１
の
１
中
「

】
」
の
次
に
「
（1

1

）
」
を
加
え
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
１

①
中
「

推
移

(１)

（1
0

）
」
を
「
（1

2

）
」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
１

②
中
「

】
」
の
次
に
「
（1

3
－
２

及
び
包
括
利
益
計
算
書

(１)

）
」
を
加
え
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
１

③
中
「

】
」
の
次
に
「
（1

4

）
」
を
加
え
、
同

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

(１)

様
式
第
二
部
第
５
の
１

④
中
「

】
」
の
次
に
「
（1

5

）
」
を
加
え
、
同
様
式
第
二
部

連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

計
算
書

(１)

ー
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第
５
の
１

中
「
（1

0
-

）
」
を
「
（1

6

）
」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
２

①
中
「
（1

0
-

）
」
を
「
（1

7

）

３
４

(２)

(１)

」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
２

②
中
「

】
」
の
次
に
「
（1

8

）
」
を
加
え
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の

損
益
計
算
書

(１)

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

キ
ャ
ッ
シ

２

③
中
「

】
」
の
次
に
「
（1

9

）
」
を
加
え
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
２

④
中
「

(１)

(１)

】
」
の
次
に
「
（2

0

）
」
を
加
え
、
同
様
式
第
二
部
第
５
の
２

中
「
（1

0
-

）
」
を
「
（2

1

）
」
に

ュ
・
フ
ロ

計
算
書

５
ー

(３)

改
め
、
同
様
式
第
三
部
第
１
中
「

」
を
削
り
、
「

】
」
の
次
に
「
（2

2

）
」
を
加
え
る
。

提
出
会
社
及
び

財
務
諸
表

第
二
号
の
四
様
式
第
四
部
中
「
（1

1

）
」
を
「
（2

3

）
」
に
改
め
、
同
様
式
第
四
部
第
１
中
「
（1

2

）
」
を
「
（2

4

）
」

に
改
め
、
同
様
式
第
四
部
第
２
中
「
（1
3

）
」
を
「
（2

5

）
」
に
改
め
、
同
様
式
第
四
部
第
３
中
「
（1

4

）
」
を
「
（2

6

）

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中

を

と
し
、
同
記
載
上
の
注
意

ｃ

及
び

中
「
（1

2

）
」
を
「
（2

4

）
」
に

(14)

(26)

(13)

(ａ)

(ｂ)

改
め
、
同
記
載
上
の
注
意
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(13)

(25)

(12)

(24)

(11)

(23)

(10-５)

連
動
子
会
社
の
最
近
の
財
務
諸
表

（2
2

）

連
動
子
会
社
に
つ
い
て

最
近
２
事
業
年
度

６
箇
月
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
あ
っ
て
は

４
事
業
年
度

の

（

）

、
、

貸
借
対
照
表

損
益
計
算
書

製
造
原
価
明
細
書
及
び
売
上
原
価
明
細
書
を
除
く

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び

（

）

。

、
、

。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

計
算
書
を
第
二
部
の
記
載
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と

ー
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。

なおキャッシュ・フロ計算書については記載を省略することができる、 ー

第 二 号 の 四 様 式 記 載 上 の 注 意 中 「 （10- ） 」 を 「 （16 ） 」 に 、 「 （10- ） 」 を 「３のｂ のｂ ４ただし書

(
1
0
-５
)

（17 ） 」 に 改 め 、 同 記 載 上 の 注 意 中 を と し 、 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。ただし書

(
1
0
-
５
)

(
2
1
)

(
1
0
-
４
)

損益計算書（18 ）

ａ最近事業年度の損益計算書 により最近２事業年度に係る貸借対照表を記載する場合は最（ （17 ） 、

。

近２事業年度の損益計算書を掲げること）
ただし ただし書に規定する四半期貸借対照表を掲げた場合には当該四半期貸借対照表に（17 ）、 、

係る四半期累計期間の四半期損益計算書四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報を除（

く以下において同じを併せて掲げることこの場合において四半期財務諸表等規則に

。 。 。

（18 ） ） 、

定めるところにより当四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成した場合には当該四半期貸借、

。

対照表に係る四半期会計期間の四半期損益計算書も併せて掲げること

また ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合特定事業会社が中間貸借対照表を（17 ） （、

掲げた場合を含むには当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間損益計算書中間財務諸表等

。

） （、
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。 。

規則第３条の２に規定する比較情報を除くを併せて掲げること）

ｂ最近２事業年度の製造原価又は売上原価について製造原価明細書又は売上原価明細書を掲げて比、

。

較すること

。

なお原価の構成比を示しかつ会社の採用している原価計算の方法を説明すること、 、 、

ただし連結財務諸表において連結財務諸表規則第条の２第１項に規定するセグメント情報を15、 、

。

注記している場合にあっては製造原価明細書を掲げることを要しない、

株主資本等変動計算書（19 ）

最近事業年度の株主資本等変動計算書 により最近２事業年度に係る貸借対照表を記載する場（ （17 ）

、 。

合は最近２事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること）
ただし ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場合特定事業会社が中間貸借対照表を（17 ） （、

掲げた場合を含むには当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間株主資本等変動計算書中間財

。

） （、

。 。

務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報を除くを併せて掲げること）

キャッシュ・フロ計算書（20 ） ー
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連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度のキャッシュ・フロ計算書 により（ （17 ）、 ー

最近２事業年度に係る貸借対照表を記載する場合は最近２事業年度のキャッシュ・フロ計算書を）、 ー

。

掲げること

ただし ただし書に規定する四半期貸借対照表を掲げた場合には当該四半期貸借対照表に係（17 ）、 、

る四半期累計期間当四半期会計期間が第２四半期会計期間である場合又は当四半期会計期間が第２四（

半期会計期間以外の四半期会計期間である場合であって四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フ、

ロ計算書を作成したときに限るの四半期キャッシュ・フロ計算書四半期財務諸表等規則第４
。

） （ー ー

条の３に規定する比較情報を除くをまた ただし書に規定する中間貸借対照表を掲げた場

。

） （17 ）、 、

合特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含むには当該中間貸借対照表に係る事業年度（ ）

。

、

の中間キャッシュ・フロ計算書中間財務諸表等規則第３条の２に規定する比較情報を除くを併（ ）

。

ー

。

せて掲げること

除くについて除く からまでにおいて同じ第 二 号 の 四 様 式 記 載 上 の 注 意 中 「 ） 」 を 「 （18 ） （20 ）

。 。

(
1
0
-
４
)

） 」 に 、 「 （10- ） 」 を 「 （21 ） 」 に 、 「 （10- ） 」 を 「 （17 ） 」 に 改 め 、 同 記 載 上 の

。

について ５ この４
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注 意 中 を と し 、 同 記 載 上 の 注 意 ｂ 中 「 （10- ） 」 を 「 （12 ） 」 に 改 め 、 同 記 載２ただし書 ただし書

(
1
0
-
４
)

(
1
7
)

(
1
0
-
３
)

四半期純利益金額又は四半期純損失金額親会社株主に帰属する四半期純利益金上 の 注 意 ｃ 中 「 」 を 「

(
10
-３
)

(
ｃ
)

額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額 当期純利益金額又は」 に 改 め 、 同 記 載 上 の 注 意 ｃ 中 「

(
1
0
-
３
)

(
ｆ
)

」 を 「 」当期純損失金額親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額

に 改 め 、 同 記 載 上 の 注 意 ｄ 中 「 」 を 「 」 に 改 め 、 同 記 載 上 の 注 意 中 を と し 、 の 次 に 次 のこのｄｄ
(
1
0
-
３
)

(
1
0
-
３
)

(
1
6
)

(
1
0
-
２
)

よ う に 加 え る 。

連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書（13 ）

（ （12最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書

により最近２連結会計年度に係る連結貸借対照表を記載する場合は最近２連結会計年度の連結損益） 、

計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げることなお連結損益計算）

。

、

書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として連結損益計算書及び連結包括利益計「

算書と連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として連結損益及び包括利益」 「、

。

計算書と記載すること」



－
9
－

ただし ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には当該四半期連結貸借対（12 ）、 、

照表に係る四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結

（ （13 ）損益及び包括利益計算書四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除く以下

。

において同じを併せて掲げることこの場合において四半期連結財務諸表規則に定めるところに

。 。

） 、

より当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連、

結損益及び包括利益計算書を作成した場合には当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結会計期間、

の四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書も併せ

て掲げることなお指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合には当該四半期連

。

、 、

結貸借対照表に係る四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書及び四半期連

。

結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げること

また ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合特定事業会社が中間貸借対照表（12 ） （、

を掲げた場合を含むには当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結損益計算書及び

。

） 、

中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書中間連結財務諸表規則第４条の２に規（
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。 。

定する比較情報を除くを併せて掲げること）

連結株主資本等変動計算書（14 ）

最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 により最近２連結会計年度に係る連結貸借対（ （12 ）

。

照表を記載する場合は最近２連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること）、

ただし ただし書に規定する中間連結貸借対照表を掲げた場合特定事業会社が中間貸借対照（12 ） （、

表を掲げた場合を含むには当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結株主資本等変

。

） 、

。 。
動計算書中間連結財務諸表規則第４条の２に規定する比較情報を除くを併せて掲げること（ ）

連結キャッシュ・フロ計算書（15 ） ー

最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロ計算書 により最近２連結会計年度に係る連結貸（ （12 ）ー

。

借対照表を記載する場合は最近２連結会計年度の連結キャッシュ・フロ計算書を掲げること）、 ー

ただし ただし書に規定する四半期連結貸借対照表を掲げた場合には当該四半期連結貸借対（12 ）、 、

照表に係る四半期連結累計期間指定国際会計基準により四半期連結財務諸表を作成した場合に該当し（

ないときは当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合又は当四半期連結会計期間が、
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第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間である場合であって四半期連結累計期間に係る四、

半期連結キャッシュ・フロ計算書を作成したときに限るの四半期連結キャッシュ・フロ計算書）ー 。 ー

四半期連結財務諸表規則第５条の３に規定する比較情報を除くをまた ただし書に規定（ ） （12 ）

。

、 、

する中間連結貸借対照表を掲げた場合特定事業会社が中間貸借対照表を掲げた場合を含むには（ ）

。

、

当該中間連結貸借対照表に係る連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロ計算書中間連結財務諸表（ー

。 。

規則第４条の２に規定する比較情報を除くを併せて掲げること）

記載されていない場合 この届出書に添付された監査報第 二 号 の 四 様 式 記 載 上 の 注 意 中 「 」 の 次 に 「 （

(
10
-２
)

） 」 を 加 え 、 「 （10- ） 」 を告書に監査証明府令第４条第２項の規定による記載がある場合を除く この２

。

「 （12 ） 」 に 、 「 （10- ） 」 を 「 （16 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 記 載 上 の 注 意 中 を と し 、 の 次 に３のｂ のｂ

(
10
-２
)

(
1
2
)

(
1
0
)

次 の よ う に 加 え る 。

主要な経営指標等の推移（11 ）

（ ）ａ最近２連結会計年度会社設立後２連結会計年度を経過していない場合には最近連結会計年度、

（ 「 」 ）に係る次に掲げる主要な経営指標等以下ａにおいて連結財務諸表規則による指標等という

。
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。

の推移について記載すること

なお特定会社連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいうが連結財務諸表規則（ ）

。

、

第条の規定により指定国際会計基準同条に規定する指定国際会計基準をいう以下この様式にお93 （

。

いて同じにより連結財務諸表を作成した場合以下この様式において指定国際会計基準により

。

） （ 「

連結財務諸表を作成した場合というには当該連結財務諸表に係る連結会計年度第四号の三」 ） （

。

、

様式記載上の注意のｈにより指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載（18 ）

した場合における当該連結会計年度を含むについては連結財務諸表規則による指標等に相当す
。

） 、

る指標等の推移について記載することこの場合において当該連結会計年度について第二号様式記

。

、

載上の注意のｄにより要約連結財務諸表を作成した場合には当該要約連結財務諸表に基づく（30 ） 、

。

主要な経営指標等の推移について併せて記載すること

ａ売上高（ ）

ｂ経常利益金額又は経常損失金額（ ）

ｃ親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（ ）
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ｄ包括利益金額（ ）

ｅ純資産額（ ）
ｆ総資産額（ ）

ｇ１株当たり純資産額連結財務諸表規則第条の２第１項の規定により注記しなければなら（ ） （ 44

）ない１株当たり純資産額をいう

。

ｈ１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額連結財務諸表規則第条の２第１項の規定（ ） （ 65

）により注記しなければならない１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう
。

ｉ潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額連結財務諸表規則第条の３に規定する潜在株（ ） （ 65

）式調整後１株当たり当期純利益金額をいう

。

ｊ自己資本比率純資産額から連結財務諸表規則第条の３第１項の規定により掲記される新（ ） （ 43

株予約権の金額及び連結財務諸表規則第２条第号に規定する非支配株主持分の金額を控除し12

）た額を総資産額で除した割合をいう

。

ｋ自己資本利益率親会社株主に帰属する当期純利益金額を純資産額から連結財務諸表規則第（ ） （
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条の３第１項の規定により掲記される新株予約権の金額及び連結財務諸表規則第２条第号43 12

）に規定する非支配株主持分の金額を控除した額で除した割合をいう

。

ｌ株価収益率連結決算日における株価当該株価がない場合には連結決算日前直近の日にお（ ） （ （

） ）ける株価を１株当たり当期純利益金額で除した割合をいう

。

ｍ営業活動によるキャッシュ・フロ（ ） ー

ｎ投資活動によるキャッシュ・フロ（ ） ー

ｏ財務活動によるキャッシュ・フロ（ ） ー

ｐ現金及び現金同等物の期末残高（ ）

ｑ従業員数（ ）

ｂ提出会社の最近５事業年度６箇月を１事業年度とする会社にあっては事業年度以下ｂにお（ 10

。

、

いて同じ会社設立後５事業年度を経過していない場合には会社設立後最初の事業年度から最

。

） （ 、

近事業年度までに係る次に掲げる主要な経営指標等の推移について記載することただし最近５）

。

、

事業年度に係る主要な経営指標等の推移のうち最近２事業年度６箇月を１事業年度とする会社に（、
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あっては４事業年度以外のものについては会社計算規則平成年法務省令第号の規定に） （ 18 13 ）、 、

基づき算出した各数値を記載することができることとしｑからｔまでに掲げるものはキ（ ） （ ）、 、

ャッシュ・フロ計算書を作成していない事業年度については記載を要しないなお会社計算規則

。

ー 、

の規定に基づき算出した各数値を記載する場合にはその旨及び法第条の２第１項の規定による監193、

。

査証明を受けていない旨を欄外に注記すること

ａ売上高（ ）

ｂ経常利益金額又は経常損失金額（ ）

ｃ当期純利益金額又は当期純損失金額（ ）

ｄ持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額財務諸表等規則第８条の９の規定に（ ） （

より注記しなければならない投資利益又は投資損失の金額をいう連結財務諸表を作成し

。

） （

）ている場合を除く

。

ｅ資本金（ ）

ｆ発行済株式総数（ ）
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ｇ純資産額（ ）

ｈ総資産額（ ）
ｉ１株当たり純資産額財務諸表等規則第条の４第１項の規定により注記しなければならな（ ） （ 68

）い１株当たり純資産額をいう

。

ｊ１株当たり配当額会社法第条の規定に基づき支払われた剰余金の配当同法第条第（ ） （ 453 （ 454

） ）５項に規定する中間配当の金額を含むをいう以下同じ

。 。 。

ｋ１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額財務諸表等規則第条の５の２第１項の規（ ） （ 95

）定により注記しなければならない１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう

。

ｌ潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額財務諸表等規則第条の５の３第１項に規定す（ ） （ 95

）る潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額をいう

。

ｍ自己資本比率純資産額から財務諸表等規則第条第１項の規定により掲記される新株予約（ ） （ 68

）権の金額を控除した額を総資産額で除した割合をいう

。

ｎ自己資本利益率当期純利益金額を純資産額から財務諸表等規則第条第１項の規定により（ ） （ 68
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）掲記される新株予約権の金額を控除した額で除した割合をいう

。

ｏ株価収益率貸借対照表日における株価当該株価がない場合には貸借対照表日前直近の（ ） （ （

、

） ）日における株価を１株当たり当期純利益金額で除した割合をいう

。

（ ） （ ）ｐ配当性向１株当たり配当額を１株当たり当期純利益金額で除した割合をいう

。

（ ） （ ）ｑ営業活動によるキャッシュ・フロ連結財務諸表を作成している場合を除く

。

ー

（ ） （ ）ｒ投資活動によるキャッシュ・フロ連結財務諸表を作成している場合を除く

。

ー

（ ） （ ）ｓ財務活動によるキャッシュ・フロ連結財務諸表を作成している場合を除く
。

ー

（ ） （ ）ｔ現金及び現金同等物の期末残高連結財務諸表を作成している場合を除く

。

ｕ従業員数（ ）

ｃ５従業員の状況において連結会社及び提出会社における臨時従業員の平均雇用人員を記載「 」 、

している場合にはａのｑ及びｂのｕに掲げる従業員数の記載に併せて臨時従業員の平均（ ） （ ）、 、

。

雇用人員を外書きとして記載すること

またｂのｊに掲げる１株当たり配当額の記載に併せて１株当たり中間配当額を内書きとし（ ）、 、
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。

て記載すること

ｄａの１及びｂのｏに掲げる株価収益率については１株当たり当期純利益金額に代えて（ ） （ ） 、 、

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額により計算することができるただしその場合にはその

。

、

。

旨を付記すること

第 二 号 の 六 様 式 記 載 上 の 注 意 ｂ 中 「 （ 18 13 ） 」 を 削 る 。平成年法務省令第号

(
４
)

第 三 号 様 式 記 載 上 の 注 意 を 次 の よ う に 改 め る 。(
５
)

５主要な経営指標等の推移（ ）

。

ａ第二号様式記載上の注意に準じて記載すること（25 ）

ｂ第二号の四様式による有価証券届出書の提出日後最初に到来する連結会計年度末から２連結会計年

度を経過していない場合には同様式第二部企業情報の第１企業の概況の１主要な「 」 「 」 「、

経営指標等の推移に掲げた最も古い連結会計年度から最近連結会計年度までに係る主要な経営指標」

。

等の推移について記載すること

ｃ第二号の四様式による有価証券届出書の提出日後最初に到来する事業年度末から２事業年度６箇（
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月を１事業年度とする会社にあっては４事業年度を経過していない場合には提出会社の最近５）、 、

事業年度６箇月を１事業年度とする会社にあっては事業年度以下ｃにおいて同じ会社（ 10 ） （

。 。

、

設立後５事業年度を経過していない場合には会社設立後最初の事業年度から最近事業年度までに）、

係る主要な経営指標等の推移について記載することただし最近５事業年度に係る主要な経営指標

。

、

等の推移のうちｂに規定する最も古い連結会計年度と同一の事業年度前に係るものについては会、 、

社計算規則の規定に基づき算出した各数値を記載することができるなお会社計算規則の規定に基

。

、

。
づき算出した各数値を記載する場合にはその旨を欄外に注記すること、

第 四 号 様 式 第 一 部 第 １ の １ 中 「 】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ４ の １ 中 「 （ ）推移 １ １

(
７
)

」 を 「 （ ） 」 に 改 め 、 同 様 式 第 一 部 第 ５ の １ ① 中 「 】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同２ 連結貸借対照表 ３

(
１
)

様 式 第 一 部 第 ５ の １ ② 中 「 】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ５ の １及び包括利益計算書 ４

(
１
)

(
１
)

連結株主資本等変動計算書 ５ 連結キャ③ 中 「 】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ５ の １ ④ 中 「(
１
)

】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ５ の ２ ① 中 「 】 」 の 次ッシュ・フロ計算書 ６ 貸借対照表ー

(
１
)

に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ５ の ２ ② 中 「 】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第７ 損益計算書 ８

(
１
)
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一 部 第 ５ の ２ ③ 中 「 】 」 の 次 に 「 （ ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ５ の ２ ④ 中株主資本等変動計算書 ９

(
１
)

(
１
)

「 】 」 の 次 に 「 （10 ） 」 を 加 え 、 同 様 式 第 一 部 第 ７ 中 「 （ ） 」 を 「 （11 ） 」キャッシュ・フロ計算書 ２ー
に 改 め 、 同 様 式 記 載 上 の 注 意 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ ）記載上の注意

。

次に掲げるものを除き第三号様式に準じて記載すること、

。

（ ） （11 ）１第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

２第４提出会社の状況の１株式等の状況の７議決権の状況については当（ ） 「 」 「 」 「 （ ） 」 、

。

事業年度末現在及び有価証券報告書提出日の最近日現在について記載すること

。

（ ） （12 ）３第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。

（ ） （13 ）４第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。

（ ） （14 ）５第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。
（ ） （15 ）６第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。

（ ） （17 ）７第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること
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。

（ ） （18 ）８第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。

（ ） （19 ）９第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。

（10 ） （20 ）第二号の四様式記載上の注意に準じて記載すること

。

（11 ） 「 」第７株式公開情報については第二号の四様式第四部に準じて記載すること、

第 四 号 の 三 様 式 記 載 上 の 注 意 ａ 及 び を 次 の よ う に 改 め る 。(
５
)

(
ｃ
)

(
ｄ
)

ｃ親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（ ）

ｄ親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（ ）

によるにより掲記される 少数株主持分非第 四 号 の 三 様 式 記 載 上 の 注 意 ａ 中 「 」 を 「 」 に 、 「 」 を 「(
５
)

(
ｍ
)

」 に 改 め 、 同 記 載 上 の 注 意 ｃ 中 「 」 を 「 」 に 改 め る 。支配株主持分 によるにより掲記される
(
５
)

(
ｏ
)

第 五 号 様 式 記 載 上 の 注 意 ａ 及 び を 次 の よ う に 改 め る 。(
５
)

(
ｃ
)

(
ｄ
)

ｃ親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額（ ）

ｄ親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（ ）

によるにより掲記される 少数株主持分非支配第 五 号 様 式 記 載 上 の 注 意 ａ 中 「 」 を 「 」 に 、 「 」 を 「(
５
)

(
ｎ
)
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」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｂ

中
「

」
を
「

）
（
」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注

株
主
持
分

い
う

た
だ
し

い
う

。
。

(５)

(ｅ)

、

意

ｂ

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

に
よ
る

に
よ
り
掲
記
さ
れ
る

(５)

(ｐ)

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
及
び
第
三
号
ニ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
項
中
「
第
十
八
項
」
を
「

第
十
九
項
」
に
、
「
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
六
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、
「
第
十
五
項
各
号
」
を
「
第

十
六
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
九
項
中
「
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
六

項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、
「
第
十
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
六
項
第
一
号
及

び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
中
第
十
七
項
を
第
十
八
項
と
し
、
第
十
六
項
を
第
十
七
項
と
し

、
同
条
第
十
五
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
か
ら
第
十
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四
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一

項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
発
行
者
が
初
め
て
提
出
す

る
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
指

定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
又
は
米
国
式
連
結

財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
に
規
定
す
る
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。
）
の
監
査
を
実
施
し
た
公

認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
作
成
す
る
監
査
報
告
書
に
、
比
較
情
報
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
比

較
情
報
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
、
当
該

連
結
財
務
諸
表
又
は
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
連
結
会
計
年
度
の
前
連
結
会
計
年
度
に
関
す
る
事
項
を
含
め
て
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
第
二
項
第
十
九
号
の
規
定
は
、
最
近
五
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ

、

及
び

並
び
に

ｃ

及
び

の
規
定
は
、
有
価
証
券
届
出
書
（

(25)

(ｃ)

(ｊ)

(ｋ)

(66)

(ｃ)

(ｆ)

新
開
示
府
令
第
一
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
届
出
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記

載
す
べ
き
最
近
連
結
会
計
年
度
の
連
結
財
務
諸
表
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
す
べ
き
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
連
結
会
計
年
度
の
連
結
財
務
諸
表
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
連

結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ

、

及
び

並
び

(11)

(ｃ)

(ｊ)

(ｋ)
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親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る

に

ｃ

及
び

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
記
載
上
の
注
意

ａ

、
及
び

ｃ

中
「

(16)

(ｃ)

(ｆ)

(11)

(ｃ)

(16)

(ｆ)

当
期
純
利
益
金
額
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失
金
額

当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
同
記
載
上
の
注
意

ａ

及
び

中
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
同
記
載
上

金
額

非
支
配
株
主
持
分

少
数
株
主
持
分

(11)

(ｊ)

(ｋ)

の
注
意

ｃ

中
「

」

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
四
半
期
純
損
失
金
額

(16)

(ｃ)

と
あ
る
の
は
「

」
と
す
る
。

四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額

４

新
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ

、

及
び

並
び
に

ｃ

及
び

（
新
開
示
府
令
第
三
号
様
式
（
新

(25)

(ｃ)

(ｊ)

(ｋ)

(66)

(ｃ)

(ｆ)

開
示
府
令
第
四
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
有
価
証
券
報
告
書
（
新
開
示
府
令
第
一
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
有
価
証

券
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
最
近
連
結
会
計
年
度
の
連
結
財
務
諸
表
が
平
成
二
十

七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
開
示
府
令
第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ

、

及
び

の
規
定
は
、
四
半
期
報
告
書
（
新
開
示
府
令
第
一
条

(５)

(ｃ)

(ｄ)

(ｍ)

第
十
八
号
の
五
に
規
定
す
る
四
半
期
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
最
近
連
結
会
計
年
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度
の
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る

連
結
会
計
年
度
に
係
る
四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
開
示
府
令
第
五
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ

、

及
び

の
規
定
は
、
半
期
報
告
書
（
新
開
示
府
令
第
一
条
第
十
九

(５)

(ｃ)

(ｄ)

(ｎ)

号
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
最
近
連
結
会
計
年
度
の
中
間
連
結

財
務
諸
表
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に

係
る
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


